
まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、市内の地域活性化等を目的とした事業を実施する事業者等を補

助することにより、事業者等の主体的な地域活性化に資する活動を支援し、活力あ

るまちづくりの推進に寄与するため、予算の範囲内においてまち・ひと・しごと創

生寄附金活用型地域活性化支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とについて、登別市補助金等の事務取扱に関する規則（昭和５４年規則第８号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（１）まち・ひと・しごと創生寄附 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条

第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を

いう。

（２）地域再生計画 地域再生法第７条第１項に規定する認定地域再生計画をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、公募要項等

に基づく提案者の公募により採択された者であって、次の各号のいずれにも該当し

ないものとする。

（１）補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）の実施主体で

ない者

（２）自らの責において事業に取り組む意志がないと市長が認める者

（３）公序良俗に反する行為を行った者又はそのおそれがある者

（４）国税又は地方税の滞納がある者

（５）登別市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年条例第２２号）第２条第

１号から第３号までに規定される者

（６）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊

営業を営む者。ただし、スナック、バー等の食品衛生法（昭和２２年法律第２３

３号）第５５条第１項に基づく飲食店営業の許可を受けて事業を営む者を除く。

（７）インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する

法律（平成１５年法律第８３号）第２条第２号に規定するインターネット異性紹

介事業を行う者

（８）政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項に規定する政治団

体又は政治活動を目的とした事業を行う者

（９）宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定する宗教団体又は宗教

活動を目的とした事業を行う者



（１０）前各号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が

認める者

（補助対象事業及び補助率等）

第４条 補助対象事業は、市が定める地域再生計画に記載されている事業に係るもの

とする。

２ 補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、補助金の交付の対象として市

長が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内で補助金

を交付する。

３ 補助対象経費の区分、補助率及び限度額については、別表のとおりとする。

４ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。

５ 市長は、第６条第１項の規定による補助金の交付の可否の決定前に既に実施済み

又は実施中の事業について、補助金の交付の対象とすべき特別の理由があると認め

るときは、補助対象者からの事前着手の届出をもって、補助金の交付の対象とする

ことができる。ただし、交付決定の日の属する会計年度の末日までに事業が完了す

るものに限る。

（交付の申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、まち・ひと・

しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業補助金交付申請書（別記様式第１号）

又は市が指定するインターネット上の所定の電子申請フォーム（以下「申請フォー

ム」という。）に、市長が定める書類（以下「添付書類」という。）を添えて、市長

が別に定める日までに市長に提出するものとする。

２ 申請者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について補助金の交付申請前に

確認しなければならず、まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業

補助金交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。

（交付の決定）

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を

審査し、適当と認めたときは、まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支

援事業補助金交付決定通知書（別記様式第２号）により、適当でないと認めたとき

はまち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業補助金不交付決定通知

書（別記様式第３号）により申請者に通知するものとする。

２ 前項に規定するまち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業補助金

交付決定通知書を、増額又は減額変更するときは、まち・ひと・しごと創生寄附金

活用型地域活性化支援事業補助金変更交付決定通知書（別記様式第４号）により行

うものとする。

３ 市長は、前２項の通知に際して必要な条件を付することができる。

（交付決定前の着手）

第７条 申請者は、事業の効率的な実施を図る必要があり、又は事業の実施に当たり



やむを得ない事情がある場合で、前条に規定する補助金の交付の可否の決定前に事

業に着手する場合は、あらかじめまち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化

支援事業補助金事前着手届（別記様式第５号）又は申請フォームにより市長に提出

しなければならない。

（補助対象事業の経理等）

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助対象

事業に係る収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、常にその収支の状況を明ら

かにしておかなければならない。

２ 交付決定者は、前項の証拠書類を補助対象事業が完了した（補助対象事業の中止

又は廃止の承認を受けた場合を含む。）日の属する会計年度の翌年度から起算して

５年間、市長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなけ

ればならない。

（補助対象事業の内容の変更等）

第９条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめまち・ひ

と・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業補助金（変更・中止・廃止）承認

申請書（別記様式第６号）又は申請フォームにより市長に提出し、その承認を受け

なければならない。

（１）補助対象事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）しようとするとき。

（２）補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

２ 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、まち・ひと・しごと創生

寄附金活用型地域活性化支援事業補助金（変更・中止・廃止）承認（不承認）通知

書（別記様式第７号）により交付決定者に通知するものとする。

３ 市長は、前項の承認又は不承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内

容を変更し、又は条件を付することができる。

４ 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れるとき又は補助対象事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、

その指示を受けなければならない。

（状況報告）

第１０条 交付決定者は、市長が状況報告を求めたときは、速やかに報告しなければ

ならない。

（実績報告）

第１１条 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき又は第９条第２項の規定によ

る廃止の承認を受けたときは、その日から起算して３０日を経過した日又は交付決

定の日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、まち・ひと・しごと創生

寄附金活用型地域活性化支援事業補助金実績報告書（別記様式第８号）又は申請フ

ォームに添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

２ 市長は、交付決定者がまち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業

補助金実績報告書をやむを得ない理由により前項に規定する期限までに提出でき



ない場合は、期限について猶予することができる。

（補助金の額の確定）

第１２条 市長は、前条第１項に規定する報告があった場合において、まち・ひと・

しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業補助金実績報告書等の書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助対象事業の実施結果が

補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、まち・ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援

事業補助金確定通知書（別記様式第９号）により交付決定者に通知する。

２ 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を求め

るものとし、返還期限は市長が別に定める日とする。

（補助金の交付）

第１３条 前条第１項の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、まち・

ひと・しごと創生寄附金活用型地域活性化支援事業補助金交付請求書（別記様式第

１０号）により市長に補助金の交付を請求するものとする。ただし、補助対象事業

の性質上、その事業の終了前に交付することが適切と認めるときには、一括又は分

割して交付することができる。

２ 前項ただし書きに基づく補助金の交付を受けた者は、まち・ひと・しごと創生寄

附金活用型地域活性化支援事業補助金精算報告書（別記様式第１１号）又は申請フ

ォームにより市長に提出しなければならない。

（交付決定の取消し等）

第１４条 市長は、第９条第１項第２号の補助対象事業の全部若しくは一部の中止若

しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第６

条第１項による補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する

ことができる。

（１）交付決定者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく市長の指示に違

反した場合

（２）交付決定者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

（３）交付決定者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場

合

（４）補助金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は

一部を継続する必要がなくなった場合

（５）前各号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認める場合

２ 市長は、前項の規定による取消し又は変更をした場合において、既に補助金が交

付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を求めること

ができるものとし、その返還期限は、市長が別に定める日とする。

（財産の管理及び処分の制限等）

第１５条 交付決定者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用が増加した財産（以



下「取得財産等」という。）については、補助対象事業の完了後においても、善良な

管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図

らなければならない。

２ 取得財産等のうち、市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増

加価格が５０万円以上の財産とする。

３ 財産の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的等を勘案して、補助対象事業

が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間（土地の取得の場合は

１０年間）とし、交付決定者は、処分を制限された取得財産等を補助金の交付の目

的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらか

じめ市長の承認を受けなければならない。

４ 市長は、交付決定者が前項の期間内に取得財産等を処分したときは、交付した補

助金の全部又は一部に相当する額を市に返還させることができる。

（実施効果の報告）

第１６条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日の属する会計年度及び当該年度

の翌年度に補助対象の実施効果について、市長に報告しなければならないものとし、

その報告期限は、市長が別に定める日とする。

２ 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、その効果が想定される事

業効果等と比べ充分ではないと認めるときは、その改善を求めることができる。

（その他）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、令和８年４月１日から施行する。



別表（第４条関係）

補助対象経費及び補助率

補助対象経費

補助対象事業を実施するために直接必要な経費

※委託料において、業務の全部又は主要部分の実施を他の者に委託

し、又は請け負わせることはできません。

ただし、以下の経費は補助対象外とする。

・補助対象事業の実施に必要な人件費以外の法人等（個人、法人又

は団体をいう。以下同じ。）の運営に係る人件費

・日常の団体等運営や活動に要する消耗品費、備品費、事務所の賃

借料、光熱水費等

・公租公課、消費税及び地方税、官公署に支払う手数料等、飲食費、

交際費

・領収書が無い等により支出の根拠が確認できない経費

・その他市長が不適切と認める経費

補助率 １０分の１０以内

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただ

し、以下①②の合計額を上限とする。

①市がまち・ひと・しごと創生寄附を募集するために委託した事業

者を通して寄附の申出を受理した場合、受領した寄附金額から委託

料を差し引いた金額の１０分の１０に相当する額

②①によらない方法で寄附の申出を受理した場合、受領した寄附金

の１０分の１０に相当する額

報償費

人件費

旅費

需用費（消耗品費、原材料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料

等）

役務費（郵送費、交通費等の通信運搬費）

手数料

保険料

委託料※

賃借料

設備費

販売促進費（広告宣伝、広報物作成等）

その他市長が特に必要と認める経費



別紙（第５条関係）

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付の申請を

するにあたって、また、補助対象事業の実施期間内及び完了後においては、下記のい

ずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に

反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。以下同じ。）が、暴力団（登別市暴力団の

排除の推進に関する条例（平成２６年条例第２２号）第２条第１号に規定する者

をいう。以下同じ。）である又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与

している者をいう。以下同じ。）が暴力団員（同条例第２条第２号に規定する者を

いう。以下同じ。）である。

（２）法人等が暴力団関係事業者（登別市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第

３号に規定する者をいう。）である。

（３）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等している。

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

る等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

る。

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

等している。

（６）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。


